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１　企業ビジョン（理念）

　企業経営において最も重要なことは、自社がどの事業領域でどのような価値を提供するかを

明確にすることです。水道局は、水道水を媒体として、みなさまの生活を安全に支え、安心し

て日常を過ごしていただくためのサービスを届ける企業です。そして、それは災害時であって

も変わることのない使命です。

　そこで、「アクアプラン川口21～川口市地域水道ビジョン～」（平成20年2月策定）に

て、「理想の姿」を明確にし事業を運営してきました。本計画においても、企業ビジョン（理

念）を継続して掲げ、企業経営目的の最上位と位置付けます。この企業ビジョンをあらゆる事

業活動の基盤とし、企業経営の手段が目的化してしまうことを防ぐ規範とし、市民生活の向上

に貢献するサービス企業を実現します。

２　企業ミッション（政策）－　組織ミッション（施策）

　企業ビジョン（理念）を実現する手段が企業ミッション（政策）です。この企業ミッション

は、理念を実現するため、企業ビジョンを構造化し、具体的な実現方策である施策の方向性を

示すものです。

　そして、政策を達成する手段が組織ミッション（施策）です。理念を実現するために示した

7つの企業ミッション（政策）を指針とし、具体的な事業を実行し、水道水を通じて安全・安

心と真心をお届けするサービス企業に革新していきます。

企業ビジョン

安全・安心と真心を　いつでもお客様のもとへ

　私たちは、未来に続く命を育んでいくため、安全・安心と真心のこもったサービス
を、水道水という商品に乗せて、たゆむことなく、みなさまのお手元にお届けします。

企業ミッション

　私たちは、水道料金をお支払いいただいている方を中心に、川口市に住む・働く・訪
れる人々から未来の人々に至るまで、私たちの商品である水道水をみなさまのお手元に
確実にお届けするため、給水に携わるすべての関係者と手を携えて、理想の姿を実現し
ます。
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　政策1　安全安心な水道水の確保

　安心できる健康的な生活のために、水道事業者や水道施設の設置者と連携し、安全な水源を

確保し水道水がお手元に届くまでのすべての過程で安全で良質な水質を保ちます。

　施策１-１　水源の保全と確保

　　１-１-１県水受水の安定化

　　　埼玉県から購入する原水（県水）を安定的に受水できるよう、埼玉県との連携を強化し

ます。

　　１-１-２自己水源の確保

　　　上青木、神根、新郷、横曽根、鳩ヶ谷の5浄水場が管理する38本の取水井の改良・掘

替を行い、自己水源（地下水取水）施設の保全と安定的な確保を図ります。

　施策１-２　安全な水質の維持

　　１-２-１水質監視体制の強化

　　　自動水質監視装置により24時間連続的に水質監視を行います。また、水質検査の精度

と信頼性を確保し続けるため、川口市の水質検査計画及び埼玉県の水質管理計画に基づ

き、水道法第20条の要件を満たす検査機関に水質検査を依頼するとともに、緊急性の高

い検査や放射性物質の検査にも迅速に対応します。

　　1-２-２水安全計画の運用

　　　水源からお客様の蛇口に至る全ての段階で安全・安心な水の供給が出来るように「水安

全計画」を策定し運用するとともに、水道の安全性についてお客様への情報提供を行いま

す。

　施策１-３　安全な水道水の提供

　　１-３-１貯水槽水道適正管理の促進

　　　貯水槽水道の設置者及び管理者に対して水質の安全管理指導を継続的に広報していきま

す。また、貯水槽水道に関する問い合わせや相談に対し、適切な管理方法や点検・清掃業

者等の紹介を随時行っていきます。

　　１-３-２水道管洗浄の促進

　　　配水管内の洗浄作業を計画的に実施し、より良質な水を提供します。

　　１-３-３直結給水の普及促進

　　　貯水槽の定期的な清掃や点検が不要になり、いつでも新鮮な水道水が配水管から給水管

へ直接供給される「直結給水」の普及を行うため、マンションなどの高い建物に供給する

場合の「直結増圧式給水方式」を推進します。
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　政策2　安定・快適な水道水の供給

　快適な生活のために、浄配水場や水道管の計画的・効率的な更新及び適切な維持管理を行う

とともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安

定した水圧で途切れることなく供給します。

　施策２-１　水道施設の更新

　　２-１-１浄配水場施設の更新

　　　浄配水場施設の耐震化や設備の補修工事を行い、施設の機能の強化を図るとともに設備

の老朽化等による更新を計画的に行い機能を維持します。

　　２-１-２老朽化管路の計画的更新

　　　高級鋳鉄管や法定耐用年数40年を迎えるダクタイル鋳鉄管等の老朽管を更新し、耐震

管に布設替えします。

　施策２-２　配水管網の強化

　　２-２-１配水管のネットワーク化の推進

　　　現在、全市域を網羅している配水管網（網目状になっている水道管のネットワーク）

を、拠点浄配水場を軸とした５つのエリアに基幹ブロック（大区画）化し、水圧や流量

など日常の快適性を向上させます。また、非常時に断水範囲を最小限にくい止めるととも

に、被害区域内を集中的に補修することで、早期に復旧が行えるネットワークを構築しま

す。

　　２-２-２効率的な管路の拡張・充実

　　　安定した配水量を提供するため、区画整理地区などに新たな配水管を耐震管により整備

していきます。

　施策２-３　維持管理の充実

　　２-３-１浄配水場の適切な維持管理

　　　浄配水場の機械設備及び電気設備等の修繕を実施し維持管理の充実を図るとともに、配

水量の変化に応じた適正な運転管理を継続します。

　　２-３-２管網の適切な維持管理

　　　配水管の情報を電子管理しているマッピングシステムの有効活用を図るため、データ整

備に努め、適時、必要となるシステムの改修を行います。また、給水装置工事申請窓口業

務の顧客サービスを迅速化し、その正確性を高めるとともに水道事故や濁水の早期復旧に

対応します。
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　施策２-４　漏水対策の強化

　　２-４-１漏水調査・漏水対応

　　　水資源の有効活用のため、漏水修理等を迅速に実施していきます。また、継続的に漏水

調査を行い、地上に表出しない漏水も早期に発見し修理します。

　　２-４-２老朽給水管布設替の推進

　　　漏水発生率の高い私道内の古い給水管（個人所有）を計画的に耐震管に取り換えるとと

もに、老朽化した配水管の布設替え工事に伴い、これらに接続する個人所有の給水管をス

テンレス製に取り換えることで、有収率の向上を図ります。

　　２-４-３私道内給水管布設替整備補助の促進

　　　老朽化した給水管による出水不良及び漏水を解消し、給水の安定と配水管網の整備を図

るため、私道内給水管をステンレス製に布設替えする工事の経費の一部を補助します。

　政策3　災害対策の推進

　地震などの自然災害などにおいて１日でも早い安定した日常生活の回復のために、非常時へ

の備えを万全にするとともに、社会基盤を支える企業としての役割を果たします。

　施策３-１　震災対策の強化

　　３-１-１水道施設の耐震化

　　　耐震管による経年管等の更新・拡張事業に加え、浄配水場から災害拠点病院など重要施

設への配水ルートを優先的に耐震化することにより、地震等の災害発生時においても市民

の救護や復旧活動の支障とならないようにします。

　　３-１-２応急給水・復旧体制の整備

　　　災害時や非常時にいち早く応急給水する体制、また１日でも早く復旧し日常生活を回復

する体制を整備するとともに、情報収集機能の強化、給水や復旧に係る災害協定や関係団

体等との連携の強化、救命活動の一助を担う水道事業体としての対応策を強化します。

　　３-１-３災害用資機材の整備

　　　災害時に効率的かつ効果的な応急給水・災害復旧作業が行えるよう、資機材等の整備と

保管体制の構築を進めます。

　施策３-２　危機管理体制の確立

　　３-２-１渇水対策の強化

　　　県水受水や自己水源の安定化を実現し、異常渇水時における水道水供給体制に万全を期

します。
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　　３-２-２テロ対策の強化

　　　テロによる緊急事態に備え、飲料水の供給体制、水質の監視体制、施設の保全、関係機

関との連携など対策強化を図ります。

　　３-２-３水道事故対策の強化

　　　過去の水道局工事等における事故を詳細に検証し、不測の事態が起こらないよう防止策

を実施します。また、事故発生時には、緊急時事故対応マニュアルにより万全の対策を実

施します。

　　３-２-４インフルエンザ等対策の強化

　　　新型インフルエンザ等発生時に事業継続のための諸活動を的確に実施できる体制をつく

り、安定給水を継続して行います。

　　３-２-５放射性物質対策の強化

　　　市民に安全・安心な水を供給するため、放射性物質により水道水に影響がでた場合の応

急給水・水質検査体制などを強化します。

　　３-２-６電力・通信危機対策

　　　電力供給不足の事態に備え、自家発電設備の充実や燃料の確保に努めるとともに、出水

不良や濁り水に対応すべく体制を維持・充実します。また、情報通信施設の事故等により

浄配水場間の遠隔操作が不能となった場合の体制の更なる整備を図ります。

　政策4　サービスの向上

　お客様に信頼される水道サービスであるために、お問合せなどに対し、正確・迅速・丁寧に

対応するとともに、ご要望の把握によりサービスを充実し、積極的な情報の提供により相互理

解を深め、お客様の満足度を高めます。

　施策４-１　お客様サービスの向上

　　４-１-１お客様センターの利便性の向上

　　　水道局お客様センターの機能を継続的に検証し利便性の向上を図るとともに、窓口業務

アンケートの分析や、窓口での意見や要望などのお客様の声を積極的に反映し業務改善に

努めます。

　　４-１-２サービスの多様化

　　　生活様式の変化に合わせ、支払いチャネルの拡大を図るとともに、お客様の声を反映し

たサービスの多様化を目指します。
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　　４-１-３個人情報保護の徹底

　　　水道料金検針・収納等業務委託において多くの個人情報を取り扱っていることから、個

人情報の管理を最重要事項と位置づけ、漏えい事故の防止のため万全の体制を取ります。

　施策４-２　広報広聴活動の推進

　　４-２-１水道事業PRとお客様の声の反映

　　　各種イベントの開催・参加、ホームページの充実、広報誌の作成等多様な広報事業を

行っていくことで、お客様に水道への親しみを持っていただくと同時に、水道局へのご意

見をいただくための調査事業を行うことで、お客様にとってより必要性の高い情報とは何

かを精査し、そうした情報をより広く、より早くお届けします。

　　４-２-２情報公開・情報共有の推進

　　　川口市情報公開制度の厳格運用を継続するとともに、事業4-2-1「水道事業PRとお客

様の声の反映」と合わせ、伝えるべき情報を迅速に、正確に、積極的に、わかりやすくお

伝えします。

　政策５　環境との調和

　社会維持機能を支える企業としての責任を果たすために、限りある自然環境を未来に残せる

よう環境に配慮した事業を推進します。

　施策５-１　省エネルギー型施設の推進

　　５-１-１施設の省エネルギー化・自然エネルギー化

　　　事業2-1-1「浄配水場施設の更新」と合わせ、施設や設備の更新の際には、省エネル

ギー化、エネルギーの高効率化を図るとともに、自然エネルギーの調査研究により、導入

を検討し、環境負荷の低減と地球高温化対策に努めます。

　施策５-２　環境負荷の軽減

　　５-２-１温室効果ガス排出量の削減

　　　車両、物品、設備等の環境対策、事業系一般廃棄物の抑制、庁舎壁面緑化などにより、

温室効果ガス排出量を削減し、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会への転換を図りま

す。

　政策６　社会との調和

　水道事業を通して社会との調和を実現するために、水道学習や水を媒体とした国際貢献な

ど、社会貢献活動に積極的に取り組みます。
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　施策６-１　社会とのパートナーシップ

　　６-１-１水道学習プログラムの充実

　　浄水場や水道庁舎を活用した、水道の仕組みや大切さ等を学習する環境を整えます。

　　６-１-２健全な水循環に係る活動支援

　　　水に関わる様々な市民や団体の活動を支援するとともに、その活動を紹介し市民の参加

を支援することによって、水に対する理解を育み、健全な水循環に係る社会貢献を行いま

す。

　施策６-２　国際貢献の推進

　　６-２-１国際交流・技術協力の推進

　　　世界の水事情に関する情報を発信し、海外からの研修生の受入れ等により、水道事業に

係る国際貢献を実施します。

　政策７　経営基盤の強化

　効率的で持続可能な企業であるために、経営資源を効果的に活用し、健全な財政状況のも

と、組織能力・組織体制を強化し、将来にわたり最適な経営を継続します。

　施策７-１　財政基盤の強化

　　７-１-１水需要動向の把握

　　　水需要予測により経営資本をどのように効率的かつ効果的に投入していくか今後の方向

性を調査します。この中長期的視点による分析結果をもとに、各事業の点検・評価の精度

を向上させ、実態に即した計画の修正と成果の達成を図ります。

　　７-１-２料金体系の見直し

　　　他の水道事業体の料金体系を調査研究し、今後の水需要や埼玉県から購入する県水の料

金の動向を踏まえ、最適な水道料金体系を研究します。

　　７-１-３収納率の向上

　　　効果的な手法の研究により収納率の向上を図ります。

　　７-１-４効率的な資産管理

　　　中長期的な視野に立ち、アセットマネジメントを活用し、効率的かつ効果的に水道施設

を管理運営することにより、持続可能な水道事業を実現します。

　　７-１-５財務体質の強化

　　　将来にわたり、安定したライフラインの確保のため、合併効果の検証、企業債残高の削

減、民間的経営手法の研究、民間委託等の検証・推進を通して、財務体質の改善を図ります。
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１　ＰＤＣＡサイクルのシングルループ：計画（Plan)・実行（Do)・点検・評価（Check)・改善（Action) のシン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　グルのマネジメントの循環をいう。
２　ＰＤＣＡＬサイクルのダブルループ：ＰＤＣＡに学習（Learning）の工程を加えたダブルのマネジメントの循　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　環をいう。詳細は、「第６章　計画のマネジメント」　を参照

　施策７-２　組織能力の向上

　　７-２-１適正な組織・職員配置　

　　　事務事業の見直し等を行い、人的資本を有効に機能させるとともに、事業7-2-2「人材

の育成」と合わせ、水道局全体の価値提供水準を向上させます。

　　７-２-２人材の育成

　　　水道技術の向上と、内部に保有する技術や知識の継承のため、資格取得や外部研修への

参加を奨励するとともに、資格取得者や高度な技術・知識を保有する職員を内部講師とし

て育成します。また、会議技法を習得し、コミュニケーション能力を向上させるため、職

員の提案による自主的な部内研究プロジェクトチームの活動を支援します。

　施策７-３　経営体制の強化

　　７-３-１プロセスマネジメントの推進

　　　水道事業管理者を中心に、水道部長及び局内課長職等をメンバーとする意思決定合議機

関「経営会議」を引き続き実施し、日常での事業進捗をＰＤＣＡサイクルのシングルルー

プ１で検証・評価し、事業の目標達成のための取組を支援します。また、年間の評価をＰ

ＤＣＡＬサイクルのダブルループ２で行い、アクアプランの達成度に基づく効果性・有効

性・妥当性・波及性のほか、実施プロセスの検討を行うことにより、企業ビジョンの実現

を推進します。

　　７-３-２中期経営計画の運用

　　　10年間の長期経営計画である「アクアプラン川口21」に基づき3ヶ年の中期経営計画

を策定し、運用することにより、戦略的な視点から財務状況とのバランスのとれた事業化

を進めるとともに、民間的経営手法の研究、民間委託導入の効果検証を行い、経営体制の

強化を図ります。また、企業ビジョンが確実に達成できるよう、事業評価を継続的に実施

します。

　　７-３-３電子化の推進

　　　お客様からのご意見、業務に関する情報、技術知見などを、コンピュータネットワーク

上で一元的に蓄積・整理し活用する「ナレッジデータベース機能」を付加するなど、現在

の庁内LANシステムを再構築し、また、財務会計システムの見直しを含め、より高度な

情報共有システムに更新します。

　　７-３-４広域的連携の強化

　　　経営体制の強化を図るべく水道事業広域化を検討します。また、他の水道事業者との

ネットワークを構築し、水質の保全・水質事故への対応・技術の向上のため連携を強化し

ます。　　
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３　政策̶施策̶事業の体系 

1-1-1 県水受水の安定化

1-1-2 自己水源の確保

1-2-1 水質監視体制の強化

1-2-2 水安全計画の運用

1-3-1 貯水槽水道適正管理の促進

1-3-2 水道管洗浄の促進

1-3-3 直結給水の普及促進

2-1-1 浄配水場施設の更新

2-1-2 老朽化管路の計画的更新

2-2-1 配水管のネットワーク化の推進

2-2-2 効率的な管路の拡張・充実

2-3-1 浄配水場の適切な維持管理

2-3-2 管網の適切な維持管理

2-4-1 漏水調査・漏水対応

2-4-2 老朽給水管布設替の推進

2-4-3 私道内給水管布設替整備補助の促進

3-1-1 水道施設の耐震化

3-1-2 応急給水・復旧体制の整備

3-1-3 災害用資機材の整備

3-2-1 渇水対策の強化

3-2-2 テロ対策の強化

3-2-3 水道事故対策の強化

3-2-4 インフルエンザ等対策の強化

3-2-5 放射性物質対策の強化

3-2-6 電力・通信危機対策

4-1-1 お客様センターの利便性の向上

4-1-2 サービスの多様化

4-1-3 個人情報保護の徹底

4-2-1 水道事業ＰＲとお客様の声の反映

4-2-2 情報公開・情報共有の推進

5-1-1 施設の省エネルギー化・自然エネルギー化

5-2-1 温室効果ガス排出量の削減

6-1-1 水道学習プログラムの充実

6-1-2 健全な水循環に係る活動支援

6-2-1 国際交流・技術協力の推進

7-1-1 水需要動向の把握

7-1-2 料金体系の見直し

7-1-3 収納率の向上

7-1-4 効率的な資産管理

7-1-5 財務体質の強化

7-2-1 適正な組織・職員配置

7-2-2 人材の育成

7-3-1 プロセスマネジメントの推進

7-3-2 中期経営計画の運用

7-3-3 電子化の推進

7-3-4 広域的連携の強化

1-1 水源の保全と確保

1-2 安全な水質の維持

1-3 安全な水道水の提供

2-1 水道施設の更新

2-2 配水管網の強化

2-3 維持管理の充実

2-4 漏水対策の強化

3-1 震災対策の強化

3-2 危機管理体制の確立

4-1 お客様サービスの向上

4-2 広報広聴活動の推進

5-1 省エネルギー型施設の推進 

5-2 環境負荷の軽減

6-1 社会とのパートナーシップ

6-2 国際貢献の推進

7-1 財政基盤の強化

7-2 組織能力の向上

7-3 経営体制の強化

　　安全安心な
1
　　水道水の確保

  企業ミッション（政策） 組織ミッション（施策） 事業名称

　　安定・快適な
2
　　水道水の供給

3　災害対策の推進

4　サービスの向上

5　環境との調和

6　社会との調和

7　経営基盤の強化
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４　計画の概要

　計画に用いる基本的な数値は、過去の実績から分析を行い、これまでの傾向を考慮して将来

の数値を算出しています。推計の詳細は、「第２編資料Ⅲ　計画値の推計」をご覧ください。

（1）計画年次

　「アクアプラン川口21～第2次川口市地域水道ビジョン～」（以下、「アクアプラン川口

21」という。）は、平成25年度を初年度とし平成34年度を目標年次とする10年間の計画で

す。社会経済情勢の著しい変化に対応していくため、第１期（平成25年度～平成27年度）、

第２期（平成28年度～平成30年度）、第３期（平成31年度～平成34年度）の各期を中期経

営計画として区分します。この期間の設定は、水道局の進む方向性と、これに基づく期間ごと

の具体的な事業及び検証の結果を一体的にお示しするためのものです。そして、毎年度の計画

と事業評価をお客様と共有しながら、経営資本投入量の最適化を図り、成果中心の計画遂行を

実現します。

（2）計画給水区域

　現在水道水を供給している地域は川口市全域であり、「アクアプラン川口21」においても

計画給水区域を川口市全域とします。

（3）計画人口

　行政区域内人口とは、川口市に在住している市民の人口を対象とします。

　行政区域内人口は、上位計画である「川口市総合計画」との整合を図ることが基本となりま

す。しかし、平成22年度に策定された「第4次川口市総合計画」では、平成27年の計画値を

504,272人としており、実際の総人口（平成23年10月1日合併前人口　517,236人）と

の間にすでに差が生じています。「アクアプラン川口21」策定にあたり、より精度の高い計

画とするために、合併後の人口増加を含めた推計を行い、585,400人を計画人口とします。

平成 25年度（2013）～平成 34年度（2022）10年間の計画

川口市全域

平成 34年度（2022）：585,400 人
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（4）計画給水人口

　計画給水人口とは、給水を行う区域内において上水道を使用している人口を対象とします。

現在、川口市の上水道普及率は約99.997％です。この実績をもとに、平成34 年度における

普及率を100％と推計し、計画給水人口は、計画人口と同数の585,400人とします。

（5）計画一日給水量

　■計画一日平均給水量

　計画一日平均給水量は、計画一日平均使用水量３を有収率で除して求める数値です。

　川口市では、給水人口の伸びに反比例し、年々水道使用量が減っています。これは、水道の

普及率がほぼ100%であることから、緩やかな人口増加に伴う給水人口の増加にとどまるの

に対し、節水型機器の普及、長引く不景気、生活様式の多様化などによる生活用水使用量の減

少が、人口増加による使用水量の増加を上回るためだと予測されます。

　このような背景や人口の動向を勘案して推計し、計画一日平均給水量は、平成34年度にお

いて171,700k／日（平成23年度末実績値177,540k／日）と設定します。また、計画

期間内の最大値は、平成25年度において、176,900k／日と設定します。

　■計画一日最大給水量

　計画一日最大給水量とは、計画一日平均給水量を負荷率４で除して求める数値です。取水、

浄水、配水池に水が流入するまでの設計に用いるもので、施設規模を検討するための基本とな

る水量です。

　推計した計画一日最大給水量は、実績値においては年度による増減があるものの将来的に

は、主に計画一日平均給水量の減少が起因し、減少傾向を示しています。一日最大給水量は、

平成34年度において198,200k／日（平成23年度末実績値196,339k／日）と設定しま

す。また、計画期間の最大値は、平成25年度において、204,200k／日と設定します。

平成 34年度（2022）：585,400 人

◆平成 34年度（2022）
一日平均給水量：171,700m3 ／日
一日最大給水量：198,200m3 ／日
◆計画期間内最大値（平成 25年度）
一日平均給水量：176,900m3 ／日
一日最大給水量：204,200m3 ／日

３　一日平均使用水量：給水メーターを検針した使用量を1年間分集計し、年間の日数で除した水量
４　負荷率：一日最大配水量を一日平均配水量で除したもの。施設効率を判断する指標の1つ、数値が大きいほど効
率的であるとされている。
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　図表28　　　計画に用いる推計値 

＊端数の関係で計算値が合わない場合があります。
※印はうるう年

  （人） 582,500  583,600  584,600  585,100  585,600  586,000  586,500  587,000  586,200  585,400 

  （人）  582,500  583,600  584,600  585,100  585,600  586,000  586,500  587,000  586,200  585,400 

 給水人口（年度末） （人） 582,488  583,594  584,594  585,100  585,600  586,000  586,500  587,000  586,200  585,400 

 普及率 （％） 99.998 99.999 99.999 100 100 100 100 100 100 100

 給水戸数 （戸）  268,400  270,200  271,900  273,400  274,900  276,400  278,000  279,500  280,500  281,400 

  （人/戸） 2.17 2.16 2.15 2.14 2.13 2.12 2.11 2.10 2.09 2.08

  （㍑/人/日） 246.1 245.1 244.1 243.3 242.5 241.8 241.1 240.5 240.0 239.5

 　　生活用水 （k/日）  143,353  143,040  142,701  142,355  142,008  141,695  141,405  141,174  140,688  140,203 

 　　 （k/日）  18,800  18,800  18,800  18,800  18,800  18,800  18,800  18,800  18,800  18,800 

 　　 （k/日） 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

 一日平均使用水量 （k/日）  162,194  161,881  161,542  161,196  160,849  160,536  160,246  160,015  159,529  159,044 

 一日平均無収水量 （k/日）  6,215  6,133  6,171  6,120  6,069  6,078  6,063  6,084  5,992  5,977 

 一日平均給水量 （k/日）  176,900  176,300  175,800  175,200  174,600  174,100  173,600  173,200  172,400  171,700 

 一人一日平均給水量 （㍑/人/日）  304  302  301  299  298  297  296  295  294  293 

 一日最大給水量 （k/日）  204,200  203,500  202,900  202,200  201,500  201,000  200,400  199,900  199,000  198,200 

 一人一日最大給水量 （㍑/人/日） 351 349 347 346 344 343 342 341 339 339

 有収率 （％）  91.73  91.83  91.93  92.03  92.13  92.23  92.33  92.43  92.54  92.64 

 有効率 （％）  95.20  95.30  95.40  95.50  95.60  95.70  95.80  95.90  96.01  96.11 

 負荷率 （％）  86.66  86.66  86.66  86.66  86.66  86.66  86.66  86.66  86.66  86.66 

 年間配水量 （k/年）  64,538,112  64,343,423  64,314,557  63,931,914  63,725,046  63,532,083  63,522,188  63,188,873  62,922,072  62,663,061 

 年間有収水量 （k/年）  59,200,810  59,086,565  59,124,372  58,836,540  58,709,885  58,595,640  58,650,036  58,405,475  58,228,085  58,051,060 

 年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度※ 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度※ 平成32年度 平成33年度 平成34年度

 日数 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365
項目

一人一日平均使用水量
　( 生活用原単位）

給水戸数一戸
　当たり給水人口

用
途
別
水
量

業務営業・
工場用水

その他

行政区域内人口
（年度末）

給水区域内人口
（年度末）
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